
表示 

番号 
表                                 示 

表示 

番号 
表                示 

１ 

免許年月日 平成３０年９月１日 
存続 

期間 

平成３０年９月１日 から 

平成３５年８月３１日 まで 
１ 

左記のとおり漁業権の設定の登録をする。 

         平成３０年９月１日     

漁   場 別紙漁場図のとおり   

漁業の種類   定置漁業 
主な漁獲物    ぶり 
漁業の時期   １月１日から１２月３１日まで 

制   限 
又は 

条   件 

 
な し 

      漁      業  権  区 先  取  特  権  区 抵   当   権   区 
順 位 

番 号 
                事    項              

順 位 
番 号 

事     項 
順 位

番 号 
事     項 

１ 豊岡市竹野町竹野１６３番地 

有限会社 松正漁業 

のため漁業権の設定の登録をする。 

               平成３０年９月１日  

    

海 区 但馬海区 免許番号 定 第６０１号 摘 要  
  





表示 

番号 
表                                 示 

表示 

番号 
表                示 

１ 

免許年月日 平成３０年９月１日 
存続 

期間 

平成３０年９月１日 から 

平成３５年８月３１日 まで 
１ 

左記のとおり漁業権の設定の登録をする。 

         平成３０年９月１日     

漁   場 別紙漁場図のとおり   

漁業の種類   定置漁業 
主な漁獲物    ぶり 
漁業の時期   １月１日から１２月３１日まで 

制   限 
又は 

条   件 

 
な し 

      漁      業  権  区 先  取  特  権  区 抵   当   権   区 
順 位 

番 号 
                事    項              

順 位 
番 号 

事     項 
順 位

番 号 
事     項 

１ 豊岡市竹野町竹野１６３番地 

有限会社 松正漁業 

のため漁業権の設定の登録をする。 

               平成３０年９月１日  

    

海 区 但馬海区 免許番号 定 第６０２号 摘 要  
 





表示 

番号 
表                                 示 

表示 

番号 
表                示 

１ 

免許年月日 平成３０年９月１日 
存続 

期間 

平成３０年９月１日 から 

平成３５年８月３１日 まで 
１ 

左記のとおり漁業権の設定の登録をする。 

         平成３０年９月１日     

漁   場 別紙漁場図のとおり   

漁業の種類   定置漁業 
主な漁獲物    ぶり 
漁業の時期   １月１日から１２月３１日まで 

制   限 
又は 

条   件 

 
な し 

      漁      業  権  区 先  取  特  権  区 抵   当   権   区 
順 位 

番 号 
                事    項              

順 位 
番 号 

事     項 
順 位

番 号 
事     項 

１ 美方郡香美町香住区鎧３７４番地の１ 

餘部漁業生産組合 

のため漁業権の設定の登録をする。 

               平成３０年９月１日  

    

海 区 但馬海区 免許番号 定 第６０３号 摘 要  
 





表示 

番号 
表                                 示 

表示 

番号 
表                示 

１ 

免許年月日 平成３０年９月１日 
存続 

期間 

平成３０年９月１日 から 

平成３５年８月３１日 まで 
１ 

左記のとおり漁業権の設定の登録をする。 

         平成３０年９月１日     

漁   場 別紙漁場図のとおり   

漁業の種類   定置漁業 
主な漁獲物    ぶり 
漁業の時期   １月１日から１２月３１日まで 

制   限 
又は 

条   件 

 
な し 

      漁      業  権  区 先  取  特  権  区 抵   当   権   区 
順 位 

番 号 
                事    項              

順 位 
番 号 

事     項 
順 位

番 号 
事     項 

１ 美方郡香美町香住区鎧３７４番地の１ 

餘部漁業生産組合 

のため漁業権の設定の登録をする。 

               平成３０年９月１日  

    

海 区 但馬海区 免許番号 定 第６０４号 摘 要  
 





公示 漁業権者

番号 漁業種類 漁業の名称 漁業の時期 漁場の位置 制限又は条件

ぶり定置網漁業 １月１日から12月31日まで 美方郡新温泉町釜屋地先 － 有限会社釜屋大敷

定

第 定 置

605 漁 業

号

漁業権の存続期間 平成２５年９月１日から平成３０年８月３１日まで
付 記

免許の内容となるべき事項

次の点Ａ、ア、イ、Ｂ及びウを結んだ線と最大高潮時海岸線によって囲まれ
た区域
点の位置
Ａ 美方郡新温泉町釜屋漁港中突堤先端の電柱
Ｂ 美方郡新温泉町釜屋字長イソ地先黒島頂上
ア Ａから353度40分1,700メートルの点（35度38.03分、134度24.67分）
イ Ｂから353度40分1,650メートルの点（35度38.01分、134度24.27分）
ウ イからＢを見通す線と対岸との交点

漁場の区域


